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市内幼稚園、保育園及び小規模保育事業所の利用定員について 

 子ども・子育て支援法第３１条第２項、第４３条第２項の規定により、特定教

育・保育施設（認定こども園、幼稚園、保育所）、特定地域型保育事業所（家庭的

保育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育）の利用定員を定める際には、

子ども・子育て会議の意見を聞かなければならないと規定されていることから、次

の各園の利用定員についてお諮りするものです。 

 

１．定員内訳 

 

（１） 原山幼稚園（令和３年４月１日新制度幼稚園へ移行予定） 

    事業類型：幼稚園 

    所 在 地：印西市原山２－１４６１ 

    運営主体：学校法人 清麗学園 

      

【認可定員・利用定員内訳】 

3歳児 4歳児 5歳児 計 

５０ ５０ ５０ １５０ 

 

 

（２）銀の鈴保育園（令和３年４月１日定員変更予定） 

事業類型：認可保育所 

所 在 地：印西市高花５－３ 

運営主体：学校法人 アゼリー学園 

     

【認可定員・利用定員内訳】 

 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

現行 １０ １２ １２ １５ １５ １５ ７９ 

変更後 ９ １６ １６ １６ １６ １６ ８９ 

増減 △１ ４ ４ １ １ １ １０ 

     ※令和２年度中に既設施設を改修し、定員拡大を図る。 
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（３）小倉すくすく保育園（令和３年４月１日定員変更予定） 

事業類型：認可保育所 

所 在 地：印西市小倉６７３－７ 

運営主体：社会福祉法人 すくすくどろんこの会 

 

【認可定員・利用定員内訳】 

 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

現行 １５ １５ １５ １５ １５ １５ ９０ 

変更後 １５ ２１ ２４ ３０ ３０ ３０ １５０ 

増減 ０ ６ ９ １５ １５ １５ ６０ 

     ※令和２年度中に施設を増築し、定員拡大を図る。 

 

 

（４）（仮称）カインド・ナーサリー牧の原第１園（令和３年４月１日開園予定） 

事業類型：小規模保育事業Ａ型 

所 在 地：印西市牧の原５－１３－１（１階） 

運営主体：有限会社 カインド・マネージ 

 

【認可定員・利用定員内訳】 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

３ ８ ８    １９ 

     ※賃貸物件を活用した、施設改修を実施し、新規開園をする。 

 

 

（５）（仮称）カインド・ナーサリー牧の原第２園（令和３年４月１日開園予定） 

事業類型：小規模保育事業Ａ型 

所 在 地：印西市牧の原５丁目１３－１（２階） 

運営主体：有限会社 カインド・マネージ 

 

【認可定員・利用定員内訳】 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

３ ８ ８    １９ 

※賃貸物件を活用した、施設改修を実施し、新規開園をする。 
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（６）（仮称）やまと小規模保育園（令和３年４月１日開園予定） 

事業類型：小規模保育事業Ａ型 

所 在 地：印西市牧の原１-３ 牧の原モア内 

運営主体：学校法人 大和学園 

 

【認可定員・利用定員内訳】 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

３ ８ ８    １９ 

     ※本施設設備等を、学校法人西村学園から譲渡を受け、新規開園をする。 

 

 

（７）しおん保育園 分園モア フラワーランド（令和３年３月３１日閉園予定） 

事業類型：認可保育所（分園） 

所 在 地：印西市牧の原１-３ 牧の原モア内 

運営主体：学校法人 西村学園 

 

【認可定員・利用定員内訳】 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

△６ △６ △６    △１８ 

     ※本施設設備等を、学校法人大和学園へ、譲渡する。 

 

 

（８）にこにこルーム原山（令和２年１１月２６日認可取消し） 

事業類型：小規模保育事業Ａ型 

所 在 地：印西市原山３－８－１３－１０１ 

運営主体：ＮＣＭＡ 株式会社 

 

【認可定員・利用定員内訳】 

0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 計 

△３ △３ △３    △９ 

※運営法人に対し、施設職員が、賃金・保育環境・人員配置などの改善を求

めた。しかし、運営法人側で聞き入れなかったことにより、施設職員が、

ストライキを行う旨を運営法人側に予告。そのため、運営法人は、安全な

保育サービスを提供することが出来ないと判断し、運営等の継続は出来

ないため、事業廃止の手続きを進めた。 
令和２年１０月１４日付 

   運営法人より「家庭的保育事業等廃止承認申請書を受領」 

（１１月１日より事業停止、１２月１日から事業廃止） 

令和２年１０月２７日付 

市は、保護者との調整が終わっていないため、１１月１日以後も通常ど

おり事業を継続し、安全な保育を提供するよう不承認とし、「家庭的保育
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事業等（休止）廃止不承認通知書」を送付 

※運営法人は、事業を継続することなく、休園を開始 

令和２年１１月２６日付 

  市は、休止及び廃止を不承認とした処分に違反したため、認可取消しを

決定し、「家庭的保育事業等設置認可取消通知書」を送付 


